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訴訟の判決（勝訴）に関するお知らせ 

 
 

当社子会社、サミー株式会社がアルゼ株式会社から提起されている特許権侵害訴訟について、東京

地方裁判所より判決が言渡されましたので、下記のとおりお知らせ致します。 
  

記 
 
１．訴訟の提起から判決に至るまでの経緯 

本訴訟は、原告アルゼ株式会社が平成 17 年 12 月 27 日付にて、サミー株式会社の回胴式遊技 
機（パチスロ機）「北斗の拳」がアルゼ株式会社の特許権２件（特許第 3069092 号および特許第

3708056 号）を侵害しているとして、210 億円の損害賠償を求め、サミー株式会社を被告として

訴訟を提起したものです。 
 
２．判決のなされた日 

平成１９年５月２２日 
 
３．判決の内容 

（１）原告の請求をいずれも棄却する。 
（２）訴訟費用は原告の負担とする。 

 
４．今後の見通し 

現時点では、この判決により業績に与える影響はございません。 
 

 
 

以 上 


